
大丈夫ですか？

適用期限が迫っています！！
の

後継者へ円滑な事業承継を進めるには時間がかかります。
特に自社株式の評価額が高額になる場合には、予想以上の贈与税・相続税が発生し

てしまい、事業承継を進めることが困難になってしまうリスクがあります。
このようなケースに対処するために、時限的に非上場株式等についての贈与税・相

続税の納税猶予・免除制度（法人版事業承継税制）の特例措置が用意されていますが、
その適用期限が迫っています。
ぜひ、このタイミングで法人版事業承継税制の適用が必要かどうかの再点検をして

おきましょう！

特例措置 一般措置

事前の計画策定等
特例承継計画の提出

【提出期限】令和６年３月31日
(令和４年度税制改正で延長)

不要

適用期限 平成30年1月1日から令和9年12月31日
まで(延長の改正無し)の贈与・相続等 なし

対象株式 全株式 総株式数の最大3分の2まで

納税猶予割合 100％ 贈与100％ 相続80％

承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者

雇用確保要件 弾力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持

事業の継続が困難な
事由が生じた場合の免除 あり なし

※特例承継計画を提出しても本特例措置を受けない選択も可能です。
※贈与・相続後に特別な事由（取消事由）が発生すれば納税猶予が取り消される場合があります。

法人版事業承継税制の特例措置は、下記のように従来の一般措置に比べて有利な制度
となっていますが、この「特例措置」を使う場合には、特例承継計画の期限内の提出が
必須です。

「特例措置」は特例承継計画の提出が必須です

提出期限は令和６年３月31日まで
お早めの検討をお願いします



提出先

贈与税の場合

相続税の場合
提出先

贈与の翌年1月15日までに申請
審査後、認定書が交付

特例措置

贈与の実行

円滑化法
の認定

贈与税の
申告

令和5年3月31日までに特例承継計画を提出

認定書の写しとともに、贈与税申告書を提出
納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供

都
道
府
県
庁

税務署

申告期限後
5年間

5年経過後

都道府県庁へ「年次報告書」を提出（年1回）
税務署へ「継続届出書」を提出（年1回）

税務署へ「継続届出書」を提出（3年に1回）

都
道
府
県
庁

税
務
署

相続開始後8か月目までに申請
審査後、認定書が交付

特例措置

相続の開始

円滑化法
の認定

相続税の
申告

令和5年3月31日までに特例承継計画を提出

認定書の写しとともに、相続税申告書を提出
納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供

都
道
府
県
庁

税務署

申告期限後
5年間

5年経過後

都道府県庁へ「年次報告書」を提出（年1回）
税務署へ「継続届出書」を提出（年1回）

税務署へ「継続届出書」を提出（3年に1回）
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事業承継税制の手続（概要）
納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定、税務署への申告の手続が必要となります。

令和4年4月1日現在
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参考：経営承継円滑化法申請マニュアル
（経済産業省・中小企業庁）

令和6年3月31日に延長


